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ST マークを付して販売していた商品 3 点について、

ST 検査に提出した検体の表示（マーク等の表示）に

修正することなく、従来の表示のまま商品を販売して

いた。 
 

違約金 30 万円（（ST マーク使用許

諾契約料 6 万円×5）×1 ヶ月） 

（注）本件は、平成 30 年 5 月 30 日開催の理事会で決定されたものです。 


